
○契約情報の公表に関する取り扱いについて

平 成 １ ８ 年 ８ 月 １ 日

平成１９年４月１日改正

平成２０年１月３１日改正

理 事 長 裁 定

独立行政法人国立女性教育会館（以下「会館」という。）における契約について、下記の事項を会館ホ

ームページに掲載し公表するもとする。

記

（内容を公表する契約）

１． 予定価格が 250 万円を超える工事及び製造

２． 予定価格が 160 万円を超える財産の買い入れ

３． 予定賃借料の年額又は総額が 80 万円を超える物件の借り入れ

４． 予定価格が 100 万円を超える役務

（公表の主な事項）

１． 物品等又は役務の名称及び数量

２． 契約担当役の氏名

３． 契約締結日

４． 契約相手方の氏名および住所

５． 契約金額

６． 契約の種別（一般競争入札、指名競争入札、随意契約、規格競争等の別）

７． 予定価格

８． 落札率

９． 随意契約の場合再就職者数

１０． 随意契約の場合随意契約によることとした理由

（公表時期及び公表期間）

随意契約を締結した日の翌日から起算して７２日以内とし 1 年間公表する。

（内容を公表しない事項）

１． 独立行政法人国立女性教育会館契約事務取扱要領第３６条第１項第一号（会館の行為を秘密にす

る必要がある場合）による随意契約については、契約相手方の氏名および住所は公表しないものとする。

２．今後の一般競争入札の予定価格の算定方法を推測させる可能性がある場合の予定価格



附則

１． この取り扱いは、平成１８年４月１日から実施する。

２． 平成１８年７月末日までの契約については、上記好評時期に関わらず速やかに公表するものと

する。

附則

１． この取り扱いは平成１９年４月１日から実施する。

附則

１． この取り扱いは平成２０年１月１日から実施する。


